
 

 

 

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117

号）第７条の規定により、「東根市公益文化施設整備等事業」を特定事業として選定したので、

同法第 11 条第１項の規定により、特定事業の選定における客観的評価の結果を公表する。 

 

平成 25 年 12 月６日 

東根市長 土田 正剛 
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東根市公益文化施設整備等事業 特定事業の選定について 

 

 

１ 事業の概要 

(1) 事業名称 

東根市公益文化施設整備等事業（以下「本事業」という。） 

 

(2) 事業に供される公共施設等の種類 

東根市公益文化施設及び都市公園（以下、合わせて「本施設」という。） 

 

(3) 公共施設等の管理者の名称 

東根市長 土田 正剛 

なお、東根市は、本施設を地方自治法第２４４条の規定による「公の施設」とし、選定事業

者を、同法２４４条の２第３項の規定による「指定管理者」として指定する予定である。 

 

(4) 事業目的 

市では、平成２３年度から平成３２年度までのまちづくりにおける指針を示した「第４次東

根市総合計画」において、主要プロジェクトの一つに「公益文化施設整備プロジェクト」を掲

げ、公益文化施設の整備を主要施策に打ち出している。 

この公益文化施設整備の計画が具体化したことを受け、平成２４年５月、公募委員を含む市

民等２２名で組織する東根市公益文化施設整備市民検討委員会を設置し、市民の芸術・文化の

振興のための新たな公益文化施設の整備について検討した。 

公益文化施設は、市の規模にふさわしい豊富な資料を備えた図書館と、美術作品の鑑賞や発

表及び創作活動のできる美術館（市民ギャラリー）並びに活動団体の情報交換や交流の場とし

て整備する市民活動支援センターなどの機能を備え、情報と芸術文化の拠点としての役割を発

揮することが期待されている。また、公益文化施設は、都市公園と一体的に整備され、東根市

の中心市街地を形成することから、景観に配慮した整備が求められる。 

なお、本施設の基本理念、民間事業者に期待する事項は以下のとおりである。 

1) 本施設の基本理念 

① 公益文化施設全体 ／ 集い、学び、創造する 情報と芸術文化の交流拠点 

② 図書館 ／ 市民の知の杜 市民や地域を支える情報拠点 

③ 美術館（市民ギャラリー） ／ 市民利用のギャラリーを基本とした芸術文化活動拠点 

④ 市民活動支援センター ／ 団体活動の情報拠点 

⑤ 都市公園 ／ 中心市街地の憩いの空間 
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2) 民間事業者に期待する事項 

① 複合施設としての効果 

② 指定管理者としての効果 

③ 長期にわたる事業への創意・工夫（配慮） 

 

(5) 事業予定地 

1) 立地場所  東根市中央南一丁目７-３ 

2) 敷地面積  約２２,４９２㎡（都市公園約７,３４８㎡を含む。） 

3) 前面道路  敷地南側：都市計画道路一本木駅前通り線（幅員２０ｍ） 

敷地西側：都市計画道路平林一本木線（幅員２０ｍ） 

敷地東側：都市計画道路一本木中通り線（幅員１２ｍ） 

4) 地域地区  近隣商業地域、準住居地域、第二種住居地域 

防火指定なし（法第２２条区域） 

都市計画区域内（市街化区域設定なし） 

航空法保護空域（制限表面） 

一本木地区地区計画 

5) 形態規制  建ぺい率   ８０％、 ６０％、 ６０％ 

容 積 率  ３００％、２００％、２００％ 

 

(6) 本施設の概要 

1) 施設構成能 

本施設は、公益文化施設（図書館、美術館（市民ギャラリー）、市民活動支援センター、共

用、屋外施設）、並びに、都市公園により構成される。 

2) 施設規模 

① 公益文化施設の延べ面積：約４,２００㎡ 

② 図書館：蔵書数２０万冊（開館当初１２万冊）、開架１０万冊、閉架１０万冊 

③ 美術館（市民ギャラリー）：市民ギャラリー約４００㎡、特別展示室約２００㎡（展示室

のみの面積） 

④ 市民活動支援センター：延べ面積約２７０㎡（共用部分除く） 

⑤ 駐車場・駐輪場：駐車場約１５０台分、駐輪場約１００台分 

⑥ 都市公園：約７,３４８㎡以上 

3) 主要機能等 

本施設の主要な機能は、以下に掲げるとおりとする。なお、下表の区分は従来の概念で区

分したもので、要求水準や機能を満たすものであればこれにこだわらない。 
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＜公益文化施設＞ 

区  分 必要な主な機能 

図 書 館 

開架・閲覧エリア（一般図書コーナー、児童コーナー、おは

なしの部屋、ティーンズコーナー、ブラウジングコーナー、

視聴覚コーナー、レファレンス資料コーナー、郷土資料コー

ナー、カウンター、インターネットコーナー、授乳室、子ど

も用トイレ、）、閉架エリア（閉架書庫）、学習エリア（学

習室、グループ研究室兼録音室）、管理エリア（事務室・作

業スペース、ボランティア室、搬入車両室、その他） 

図書館機能 図書館システム等、返却ポスト、２４時間受取ボックス 

美 術 館 

（市民ギャラリー） 

展示エリア(市民ギャラリー、特別展示室、倉庫、利用者控

室)、アトリエエリア（アトリエ、作業テラス）、管理エリ

ア（収蔵庫（前室を含む。）、事務室、搬入車両室、荷捌室、

会議室、備品庫、資料室、その他） 

市民活動支援センター 
情報ラウンジ（利用者休憩コーナーを兼ねる。）、プリント

工房、講座室、倉庫 

市民活動支援センター機能 情報ステーション（機能） 

共  用 

共用（個別でも可、共用に

こだわらない） 

エントランス（風除室）・ホール、情報コーナー、自動販売

機コーナー、利用者用トイレ、多目的トイレ、職員用休憩室、

職員用更衣室、職員用給湯室、職員用トイレ、倉庫、機械室、

ＳＰＣ作業員控室、カフェ（厨房等を含む。）、コインロッ

カー、その他 

屋外施設 屋外スペース、駐車場、駐輪場等 

＜都市公園＞ 

区  分 必要な主な機能 

都市公園 
緑地、公園施設（園路等、公園駐車場、公衆トイレ、あずま

や・ベンチ、水飲み場） 

 

(7) 事業手法 

本事業は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成１１年

法律第１１７号、以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき、市が所有する土地に、選定事業者自ら

が新たに本施設を整備（設計・建設等）した後、公共施設等の管理者である市に本施設の所有

権を移転し、選定事業者が所有権移転後の事業期間中に係る本施設の維持管理・運営を実施す

るＢＴＯ（Build Transfer Operate）方式とする。なお、選定事業者の業務の範囲を超えるも

のについては、市が実施するものとする。 

 

(8) 業務範囲 

選定事業者が実施する業務（以下「本業務」という。）は、以下のとおりとする。 

1) 本施設の施設整備に係る業務 

＜公益文化施設＞ 

① 公益文化施設の施設整備に係る調査業務（地質調査を含む。）及び関連業務 

② 公益文化施設の施設整備に係る設計業務（基本設計・実施設計）及び関連業務 
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③ 公益文化施設の施設整備に係る建設業務（必要な造成工事及び外構工事を含む。）及び関

連業務 

④ 公益文化施設の施設整備に係る什器備品等調達業務及び関連業務 

⑤ 公益文化施設の施設整備に係る工事監理業務及び関連業務 

⑥ 公益文化施設の施設整備に係る電波受信障害調査・対策業務及び関連業務 

⑦ 公益文化施設の施設整備に係る近隣対応・対策業務及び関連業務 

⑧ 公益文化施設の施設整備に係る各種申請等業務（建築確認申請等）及び関連業務 

⑨ 公益文化施設の施設整備に係る引渡しに関する一切の業務 

＜都市公園＞ 

⑩ 都市公園の施設整備に係る調査業務及び関連業務 

⑪ 都市公園の施設整備に係る設計業務及び関連業務 

⑫ 都市公園の施設整備に係る建設業務（必要な造成工事を含む。）及び関連業務 

⑬ 都市公園の施設整備に係る工事監理業務及び関連業務 

⑭ 都市公園の施設整備に係る近隣対応・対策業務及び関連業務 

⑮ 都市公園の施設整備に係る各種申請等業務（建築確認申請等）及び関連業務 

⑯ 都市公園の施設整備に係る引渡しに関する一切の業務 

2) 本施設の開業準備に係る業務 

＜本施設＞ 

① 本施設の開業準備に係る広報等業務 

＜公益文化施設＞ 

② 公益文化施設の開業準備に係る蔵書等調達業務及び関連業務 

③ 公益文化施設の開業準備に係る蔵書等整備業務及び関連業務 

④ 公益文化施設の開業準備に係る図書館催事業務及び関連業務 

⑤ 公益文化施設の開業準備に係る美術館（市民ギャラリー）催事業務及び関連業務 

3) 本施設の維持管理に係る業務 

＜公益文化施設＞ 

① 公益文化施設の維持管理に係る建築物保守管理業務（建築物の修繕業務を含む。） 

② 公益文化施設の維持管理に係る建築設備保守管理業務（建築設備の修繕業務を含む。） 

③ 公益文化施設の維持管理に係る什器備品等保守管理業務（什器備品等の修繕業務を含

む。） 

④ 公益文化施設の維持管理に係る外構保守管理業務（外構の修繕及び除雪業務を含む。） 

⑤ 公益文化施設の維持管理に係る清掃業務 

⑥ 公益文化施設の維持管理に係る警備業務 

※ 昇降機の提案がある場合は、上記②の業務に含めるものとする。 

＜都市公園＞ 

⑦ 都市公園の維持管理に係る保守管理業務（修繕業務を含む。） 

⑧ 都市公園の維持管理に係る清掃業務 
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4) 本施設の運営に係る業務 

＜公益文化施設＞ 

① 公益文化施設の運営に係る総括マネジメント業務 

② 公益文化施設の運営に係る図書館業務 

ア 総括的業務 

イ 奉仕的業務 

ウ 資料管理業務 

エ 図書館情報管理業務 

③ 公益文化施設の運営に係る美術館（市民ギャラリー）業務 

ア 総括的業務 

イ 利用管理業務 

ウ 企画事業業務 

エ 美術館情報管理業務 

④ 公益文化施設の運営に係る市民活動支援センター業務 

ア 利用管理支援業務 

イ 市民活動支援センター情報管理業務 

⑤ 公益文化施設の運営に係る独立採算業務 

ア カフェ等業務（カフェとは別途に設置（ホール等）する自動販売機を含む。）（必須

の独立採算業務とする。） 

イ 販売等業務（文具等の販売を含む。）（任意（提案）の独立採算業務とする。） 

 

(9) 事業期間 

本事業の事業期間は、事業契約の市議会における議決の日から平成４８年１０月末までとす

る。 
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２ 市が自ら事業を実施する場合とＰＦＩ方式により実施する場合の評価 

市が自ら本事業を実施する場合とＰＦＩ方式により実施する場合とを、定量的評価方法並びに

定性的評価方法を用いて比較することにより、特定事業の選定における客観的評価を行った。 

 

(1) コスト算出による定量的評価 

1) 算出に当たっての前提条件 

市が自ら本事業を実施する場合の市の財政負担額とＰＦＩ方式により実施する場合の市の

財政負担額の比較を行うにあたり、その前提条件を次のとおり設定した。 

これらの前提条件は、市が独自に設定したものであり、実際の入札参加者の提案内容を制

約するものではなく、また一致するものでもない。 
 

 市が自ら実施する場合 ＰＦＩ方式により実施する場合 

算定対象と

する経費の

主な内訳 

① 施設整備費(公益文化施設・都市公園) 

・ 調査費 

・ 設計費 

・ 建設費 

・ 什器備品等調達費(公益文化施設) 

・ 工事監理費 

・ その他費用 

② 開業準備費 

・ 広報等費 

・ 蔵書等調達費 

・ 蔵書等整備費 

・ 図書館催事費 

・ 美術館(市民ギャラリー)催事費 

③ 維持管理費(公益文化施設) 

・ 建築物保守管理費 

・ 建築設備保守管理費 

・ 什器備品等保守管理費 

・ 外構保守管理費 

・ 清掃費 

・ 警備費 

④ 維持管理費(都市公園) 

・ 保守管理費､清掃費 

⑤ 運営費 

・ 総括マネジメント業務費 

・ 図書館業務費 

・ 美術館(市民ギャラリー)業務費 

・ 市民活動支援センター業務費 

⑥ 事務経費等 

⑦ 運営時図書購入費･催事費 

⑧ 大規模な修繕費 

⑨ 光熱水費 

① 施設整備費(公益文化施設・都市公園) 

・ 調査費 

・ 設計費 

・ 建設費 

・ 什器備品等調達費(公益文化施設) 

・ 工事監理費 

・ その他費用 

② 開業準備費 

・ 広報等費 

・ 蔵書等調達費 

・ 蔵書等整備費 

・ 図書館催事費 

・ 美術館(市民ギャラリー)催事費 

③ 維持管理費(公益文化施設) 

・ 建築物保守管理費 

・ 建築設備保守管理費 

・ 什器備品等保守管理費 

・ 外構保守管理費 

・ 清掃費 

・ 警備費 

④ 維持管理費(都市公園) 

・ 保守管理費､清掃費 

⑤ 運営費 

・ 総括マネジメント業務費 

・ 図書館業務費 

・ 美術館(市民ギャラリー)業務費 

・ 市民活動支援センター業務費 

⑥ ＳＰＣ開業費･管理費 

⑦ 租税公課 

⑧ 金利支払 

＜以下市単独費＞ 

⑨ アドバイザリー費 

⑩ モニタリング費等 

⑪ 運営時図書購入費･催事費 

⑫ 大規模な修繕費 

⑬ 光熱水費 



 

 （７）

 

 市が自ら実施する場合 ＰＦＩ方式により実施する場合 

共通条件 ・ 施設整備(調査・設計・建設等)期間     約２５か月 

・ 維持管理・運営期間             ２０か年 

・ インフレ率                  ０％ 

・ 割引率                  ２.３０％ 

施設整備､開

業準備に関

する費用 

・ 概略の施設整備計画､開業準備計

画に基づき､市等における類似施

設の実績及び近年の物価水準等を

勘案して設定した。 

・ 施設整備､開業準備､維持管理､運

営の業務を一括発注することによ

る効率化及び相乗効果とともに､

性能発注による選定事業者の創意

工夫等を想定し､コストの縮減を

設定した。 
維持管理､運

営に関する

費用 

・ 概略の維持管理計画､運営計画に

基づき､市等における類似施設の

実績及び近年の物価水準等を勘案

して設定した。 

資金調達に

関する事項 

・ 基金､国庫交付金､地域活性化事業

債､一般財源 

・ 基金､国庫交付金､地域活性化事業

債､一般財源､市中銀行借入 

支払方法に

関する事項 

・ 施設整備費､開業準備費は進捗に

応じて支払い､維持管理費､運営費

は発生した時点で支払う。 

・ 施設整備費､開業準備費は一時金

支払､一括金支払及び元金均等の

割賦支払とし､維持管理費､運営費

は毎年平準化して支払う。 

※ 独立採算業務は定量的評価の対象外としている。 
 

2) 算出方法及び評価の結果 

前述の前提条件を基に、市が自ら本事業を実施する場合の市の財政負担額とＰＦＩ方式に

より実施する場合の市の財政負担額を、事業期間中にわたり年度毎に算出し、現在価値換算

額で比較した結果は次のとおりである。 
 

 市が自ら実施する場合 ＰＦＩ方式により実施する場合 

財政負担額 
（現在価値） 約６,３０２百万円 約５,６２２百万円 

指  数  １００ 約 ８９ 

 

また、この他に定量化は困難であるが、選定事業者に移転したリスクがあることを勘案す

ると、さらなるＶＦＭの拡大が見込まれる。 

 

(2) ＰＦＩ方式により実施することの定性的評価 

本事業においてＰＦＩ方式を用いた場合、以下のような定性的な効果が期待できる。 

1) 施設整備、開業準備、維持管理及び運営の各業務の一括発注を通じて、民間事業者の創意

工夫並びに経営能力及び技術能力により、効率的で効果的なサービスの提供を図ることがで

きる。 

2) 施設整備の段階において、民間事業者の創意工夫及び技術能力により、機能的で安全かつ

安心な公益文化施設の整備とともに、公益文化施設と一体的に整備する都市公園とあわせて、

東根市の中心市街地の形成及び景観に配慮した整備を図ることができる。 

 



 

 （８）

3) 維持管理・運営の段階において、民間事業者の創意工夫及び経営能力により、公益文化施

設の各機能と都市公園の機能もあわせて、それぞれの相乗効果を引き出し発展しあうととも

に、公益文化施設が情報と芸術文化の拠点としての役割を発揮することが期待できる。 

 

(3) 総合的評価 

本事業は、ＰＦＩ方式で実施することにより、市が自ら本事業を実施した場合と比較して、

定量的評価において約１１％（現在価値での比率）の市の財政負担額の削減が達成されること

が見込まれる。また、定量化できない多くの定性的効果も期待できる。 

以上より、本事業を特定事業として実施することが適当であると認め、ここにＰＦＩ法第７

条に基づく特定事業として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業に関する窓口 

 

東根市総務部プロジェクト推進課 

所  在  地：〒999-3795 山形県東根市中央一丁目１番１号 

電    話：０２３７（４２）１１１１（内線３２１１） 

フ ァックス：０２３７（４３）２４１３ 

電 子メール：project@city.higashine.yamagata.jp 

ホームページ：http://www.city.higashine.yamagata.jp 

 


